
令和５年４月１９日 

保護者の皆様 

草津市立草津小学校 

校長 中村 真理子 

学費等の口座振替（自動引き落とし）について 

 

 晩春の候、保護者の皆様には、ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。日頃は、本校の教育推進のた

めに温かいご理解とお力添えをいただき、厚くお礼申しあげます。 

 本年度の学年費や教材費等の諸費、ＰＴＡ会費について、下記の通り口座振替させていただきます。振替日

の前日までに、ご入金をすませていただきますよう、お願いいたします。 

 今後とも学費等の集金に関しまして、ご理解のうえご協力賜りますよう、お願い申しあげます。 

 

記 

 

１．金融機関 滋賀銀行  関西みらい銀行  レーク滋賀農協 

 

２．徴収項目  学 費 等 

  ○学年費・教材費 ・・ １,3０0円 ～ 1,6０0円（学年によって異なります｡詳細は裏面） 

  ○積立金 ・・・・・・５年生（６年生の学校行事にかかる積立）1,000円（１０回分） 

       ６年生（卒業にかかる積立）1,300円（8回分） 

  ○校外学習費など ・・その都度､学年通信等でお知らせした必要経費を徴収します。 

  ○漢字検定料 ・・・・４～６年生。１月分で合わせて徴収します。 

  Ｐ Ｔ Ａ 会 費 

  ＰＴＡ会員のみ１家庭につき２,２２0円（１８5円/月×12月）を５月分で長子の口座より徴収します。 

 

３．口座振替（自動引き落とし）予定日 

令和５年度 振替日 令和５年度 振替日 

４月分 ４月２６日 １０月分 １０月２６日 

５月分 ５月２６日 １１月分 １１月２７日 

６月分 ６月２６日 １２月分 １２月２６日 

７月分 ７月２６日 １月分 １月２６日 

8・9月分 ９月２６日 ２月分 ２月２６日 

 ※再振替はありませんので、ご注意ください。 

 ※引き落としができなかった場合は学校から督促状をお渡しし、現金で徴収させていただきます。 

 ※口座振替１回につき１１円の手数料が発生します。残高不足などにより口座振替ができなかった 

場合でも必要になりますので、４月の初回振替時に１年間分（１０回)の１１０円をお預かりします。 

２・３・４年生は昨年度の繰越し分（１回）があるため９９円になります。 

 

 

 

 

裏面もご覧ください 



 

令和５年度 徴収予定額（参考） 

 学年費・教材費 積立金 
口座振替手数料

(4月のみ) 

ＰＴＡ会費    

(５月のみ) 

ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ 

掛金(10月のみ) 

1年生 1,４０0円 

 

１１0円       

２，２２0円    

(P会員のみ) 
460円 

2年生 1,３０0円 99円 

3年生 1,３０0円 99円 

4年生 1,５０0円 99円 

5年生 1,６０0円 1,000円 110円 

6年生 1,６０0円 1,300円 110円 

 

 ※振替日ごとの徴収予定額になります。金額が変更になる可能性もありますのでご注意ください。 

振替日 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 

４月２６日 １,510円 １,３９9円 １,３９9円 １,５９9円 ２,７１0円 ３,0１0円 

５月２６日 
P長子児童 3,６２0円 3,５２0円 3,５２0円 3,７２0円 4,820円 5,120円 

上記以外 1,４０0円 1,３０0円 1,３０0円 1,５０0円 2,６０0円 ２,９０0円 

６月２６日 

1,400円 １,３０0円 １,３０0円 １,５０0円 ２,６０0円 ２,９０0円 ７月２６日 

９月２６日 

１０月２６日 １，８６0円 1,７６0円 1,７６0円 1,９６0円 ３,０60円 ３,３６0円 

１１月２７日 
1,４０0円 1,3０0円 1,3０0円 1,5０0円 2,6０0円 2,9０0円 

１２月２６日 

1月 26日 1,４０0円 1,3０0円 1,3０0円 
1,5０0円 2,6０0円 1,6０0円 

＋ 漢字検定料（受検級によって異なります） 

２月２６日 年度末の調整した学年費 
  

 ・ＰＴＡ会費２,２２0円(1年間分)は、５月分の PTA会員の長子の学年費等と合わせて引き落とします。 

 ・口座振替手数料１１0円（１年間分）は、全員４月分の学年費等と合わせて引き落とします。 

・スポーツ振興センター掛金４６0円（１年間分）は、就学援助受給者を除いた全員、１０月分の学年費等と合わせて   

引き落とします。 

 ・上記の表の金額に加えて、校外学習費等を徴収する事があります。 

 

 ※校外学習費について 

  学年通信や精算報告書でお知らせした振替日に引き落とします。学年費と合わせての引き落としになりますので、徴

収金額(必要経費）や振替日の確認をお願いします。 

 

 ※漢字検定料について 

  １月２６日に就学援助受給者を除いた漢字検定を受検する児童のみ引き落とします。児童によって受検料金が違い 

ますので、徴収金額も変わります。 

  受検料金の詳細は、２学期以降に配布される文書にてお知らせします。 

  

 ※年度末の調整した学年費について 

  ２月２６日が最終の引き落とし日になります。年度末の過不足分の調整をするため、学年費の金額が変更になる可能 

性があります。学年通信で最終的な徴収金額をお知らせします。 


